
 

 

 

 

 

 

 

 

 

常日頃は商工会事業に対し、ご理解・ご協力を賜り感謝申し上げます。新年度
の活動について紹介します。主幹業務である金融相談・経営支援・記帳指導はも
ちろんの事、昨年度採択された「経営発達支援計画」に基づいて会員と共に考え

改善し、目的・目標に向かっての伴走型の経営指導を行い、会員に満足して頂け
る業務を目指します。農商工連携とその為の課題解決、さらにその先にある６次
産業化のプランニングも、質の良い農水産物を有する当地域に有効な産業振興策
であり、酒田市と協議・協力しながら進めます。また、新たなところで東北公益
文科大学と庄内広域での地域課題の共有と解決、人材育成・学生の地元定着とい
った事について、昨年から議論しており、庄内４商工会、２商工会議所、行政当
局と連携し今年度から対処していきます。商工会経営基盤の強化として、組織率 

の向上・共済事業促進は自己財源の確保・安定に繋がり強力に推進しなければなりません。何より
も会員同士のネットワーク、コミュニケーション、絆、交流が大事であり、商工会を媒体として地
域の活性化に努める所存であります。ご協力の程よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所名 業種 管轄 

日の出電気サービス 一般電気工事業 平田 

登喜和自動車㈲ 
産業廃棄物 

収集運搬業 
八幡 

㈲東成仮設 
鳶工事・ 

足場資材リース業 
松山 

青年部員事業所だけでなく、商工会員

皆様の商売繁盛と地域の繁栄の一助

となる事業を画策していきます。宜しく

お願い致します。 

 

◆部 長  丸藤 祐一 【丸 藤 建 築 ㈲】 

◆副部長  三浦 正志 【㈲石のミウラ】 
◆副部長  三川  忍 【エスグリッド】 

部長 丸藤 祐一 

５月２３日（火）は平成２９年度通常総会のため、平田本所・八幡支所・松

山支所は午前１１時３０分に閉所します。会員の皆様には、大変ご迷惑をお

掛け致しますが、ご了承くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。 

事務局長 

（兼経営支援課長） 樋渡  由 

 

 

●退職  松川 俊昭（事務局長兼経営支援課長）  【定年退職】 

●転出  青木 拓美（業務兼総務担当）  【大江町商工会へ】 

●転入  樋渡  由（事務局長兼経営支援課長）  【新規採用】 

●転入  渋谷  薫（嘱託職員）  【新規採用】 

 

事務局長 

経営支援課 

 

本 所 八幡支所 松山支所 

第 48 号 

平田本所：℡0234-52-3012 

八幡支所：℡0234-64-2428 

松山支所：℡0234-62-2235 

平成 29年 4月号 

【HPアドレス】     http://sakatafureai-shokokai.com/ 

◆ 新年度の活動について ◆ 

雇用保険手続きをお忘れなく！ 

経営支援課 

課長補佐  髙橋 理恵 

雇用保険料率 労働者負担 事業主負担

一般の事業 ９/１,０００ ３/１,０００ ６/１,０００

農林水産
清酒製造の事業

１１/１,０００ ４/１,０００ ７/１,０００

建設の事業 １２/１,０００ ４/１,０００ ８/１,０００

取得…被保険者となった日が属する月の翌月１０日まで 

喪失…被保険者でなくなった日の翌日から１０日以内 

平成２６年６月、小規模事業者事業の持
続的発展を図ることを目的に、商工会が事
業者の事業計画作成及び、その着実な実施
を支援することや、地域活性化につながる
展示会開催等の面的な取組みを促進するた
め、小規模事業者の技術向上や、新たな事 
業分野の開拓等、経営の
発達に特に資する支援計
画を「経営発達支援計画」

として経済産業大臣が認
定する仕組みが導入され
ました。 

平成２９年３月１７日に第４回審査結果
が公表され、当会の支援計画が 

経済産業大臣から認定されました。 

小規模事業者が抱える経営課題の克服・
地域経済の活性化等を目指し伴走型支援に
取組んで参ります。 
 

計画内容は当会ＨＰよりご覧ください。 
（http://sakatafureai-shokokai.com/） 

 
平成２９年度 事務局新体制 

庶務係 
係長 
 加藤 由美子 

～宜しくお願い致します～ 

経営支援係 
主事 
 五十嵐 優子

子 

経営支援係 
主事 

 髙橋 一輝 

庶務係（兼経営支援係）

主事 
 水田 ちづる 

経営支援係 
主任 

 今野  司 

平成29年4月10日 改選 

庶務係（兼経営支援係）

嘱託職員 
 渋谷  薫 

 

経営支援係 
係長 

 阿部 英之 

山形県商工会連合会 

規模企業持続化支援員 

 

人 事 異 動  

会長 富樫 秀克 
【富樫建設㈱】 

 

平成29年3月21日 理事会承認分 

平成２９年４月から 

雇用保険料率が引き下がりました 

【酒田市への要望書】 
に対する回答について 

 当会では会員の皆さまからの意見・要望を集
約し、地域経済の活力を創出するため酒田市へ
の要望活動を行っております。 
 

平成２８年１２月１９日に、会員および工業
部会・商業部会・青年部・女性部から寄せられ
た意見を集約し、酒田市に対し「商工業振興に
関する要望書」を提出しており、その要望書に
対する回答が、平成２９年３月３０日にありま

した。 

回答の内容につきまして、当会ＨＰに掲載し
ておりますので、いつでもご確認いただけます。 

（http://sakatafureai-shokokai.com/） 
 

『経営発達支援計画』 
が 国に認定 されました! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

制度内容 

市内の中小企業が新製品、新技術等の開
発のために山形県工 
業技術センター及び 
山形県高度技術研究 
開発センター等に試 
験を委託したり、設 

備を使用した費用の助成 
 
助成対象事業者 

市内の中小企業 

 

 

◆ 事業者の悩み 

個人から法人へ変更することを考えているけど、事業で使用していた 
個人所有の固定資産等をどのように引き継ぐとよいのか不安・・・。 

◆ 専門家による支援内容 

法人にした際のメリット・デメリット（税務面・取引先への影響 等）を説明し、経営
状況を踏まえた提案を実施。また、法人化に伴う登記や株主総会等の運営方法だけでな
く、社会保険等の各種続き業務も整理した。一番の悩みであった、個人所有の固定資産
については、時価の算定等を含め、売買する資産とリースする資産が明確になった。 

◆ 専門家による支援成果 

抱えていた不安が一掃されただけでなく、行動計画を整理し、法人化に係る各種手続き
を明確にできたことで、スムーズに事業移行ができた。専門家を活用したことで、事務
的負担も軽減でき事業活動に集中できたこと、事業運営の的確なアドバイスをいただけ
たことなど多くのメリットがあった。 

 

制度内容 

１）市外で開催される商談会または見本市 
への参加に係る費用の助成 

２）市外の小売店等に新規販路拡大し受注 
するための費用の助成 

助成対象事業者 

１）市内に事業所を置き、製品もしくは技術 
の開発又は製品の製造を行う事業者 

２）市内の食料品製造業者・清涼飲料製造 
業者・酒類製造業者 

対象経費 

【商談会・見本市】 
旅費、負担金、小間借上料、運搬費など 

【販路拡大（食品分野）】 
旅費、試供品費、資材等経費、移送費など 

助成内容 

【助成率】  助成対象経費の１/２以内 

【助成限度額】  ３０万円（上限額） 

 

制度内容 

市内の製造小売業を営む事業者が市外にお 
いて開催される物産展、商談会、見本市に 
参加し販路拡大を行うための費用の助成 

助成対象事業所 

１）市内製造小売業者（飲食料品小売業に分 
類されるものの内、製造した商品をその 
場所で個人又は家庭消費者に販売する者） 

２）市内飲食サービス業者 

対象経費 
出展料、小間装飾品、資材運搬費、旅費など 

助成内容 
【助成率】  助成対象経費の１/２以内 

【助成限度額】  ３０万円（上限額） 

※ 物産展の場合は収支 
が赤字であれば助成 

 
 

エキスパートバンク活用事例 
活用された事業者 

から好評を得ています 

販路拡大を考えている事業所 

新製品・新技術開発を考えている事業所 

製造業者向け 製造小売業者向け 

自社のＰＲ強化を図りたい… 

売場レイアウトを見直したい… 

商品を開発し販路を広げたい… 

個人⇒法人化を検討している… 

など 

 融資限度額 利率 担保・保証人 返済期間(据置期間) 

運転資金 ２,０００万円 

(運転・設備合計) 

１.１１% 

(H２９年４月１２日現在) 
不要 

７年(１年以内) 

設備資金 １０年(２年以内) 

 

【ご利用いただける方】 商工会員であること以外に従業員数や納税状況などの条件を満たして 
いる必要があります。 ※ 詳しくは商工会(TEL：５２-３０１２)まで 

★運転資金 仕入、給与支払い等   ★設備資金 改装資金、設備の購入等 

エキスパートバンクは小規模事業者及び創業を予定する方々の経営や技術的なご相談に
応じて、登録されている分野のエキスパートを派遣し、適切な指導助言を行う制度です。 

１．相談費用は無料 

原則無料です。（但し、現場で使用する材料費用、法
的手続き・税務申告等を委任する費用などは実費） 

２．専門家が直接企業訪問 

商工会の経営指導員も同行しますので、安心です。 

３．小規模事業者が対象 

従業員数が建設業、製造業では２０人以下、商業・ 
サービス業では５人以下の事業所が対象です。 

４．秘密は厳守 

専門家が知った業務上の秘密は厳守します。 

酒田ふれあい商工会 
電話：５２－３０１２ 

 

対象経費 

受託試験手数料、設備使用料 
 
助成内容 

【助成率】助成対象経費の 1/2 以内 
【助成限度額】５万円（上限額） 

 

上記の助成金、補助金以外の助成制度もご利用できます。
詳しくは「酒田市」ホームページをご覧ください。 

エキスパートバンク（専門家派遣制度）をご活用ください 

 

日本政策金融公庫マル経融資のご案内 

職員コラム VOL.2 


